
次
の
推
薦
を
適
任
と
し
ま

し
た
。

■
人
権
擁
護
委
員

伊
藤　
裕
章
氏（
早
尾
町
）

安
逹　
み
ど
り
氏
（
二
子

町
）

三
宅　
明
彦
氏（
須
依
町
）

山
田　
彰
子
氏（
鰯
江
町
）

山
田　
雄
司
氏
（
西
川
端

町
）

若
山　
壽
雄
氏（
見
越
町
）

今
定
例
会
で
次
の
意
見
書

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

▼
定
数
改
善
計
画
の
早
期

策
定
・
実
施
と
義
務
教
育

費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持

及
び
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

▼
国
の
私
学
助
成
の
拡
充
に

関
す
る
意
見
書

▼
愛
知
県
の
私
学
助
成
の
拡

充
に
関
す
る
意
見
書

◆
◆
推
　
薦
◆
◆

◆
◆
意
見
書
◆
◆
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※審議結果の「可」は可決です。その他の議案は全員賛成。「議」は議長職のため採決に加わっておりません。

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●
〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇
〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●
〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇
〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇
〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●
〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●

〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ●
〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇
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と
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ひ
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あ
き
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だ
ち
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や  

け　
　
　

 

あ
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ひ
こ

や
ま　
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あ
き　
こ

や
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だ　
　

   

ゆ
う   

じ

わ
か   

や
ま　
　

  

と
し　
お

多
く
の
市
民
に
安
定
的
に
安

心
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
届
け
る

予
算小

・
中
学
校
の
施
設
修
繕

工
事
関
係
で
は
、各
学
校
の
課

題
に
対
応
し
て
お
り
、児
童
・

生
徒
に
寄
り
添
っ
た
対
応
を

お
願
い
し
た
い
。

巡
回
バ
ス
の
利
便
性
に
つ

い
て
も
バ
ス
停
の
増
設
や
コ
ー

ス
の
見
直
し
も
さ
れ
、利
便
性

も
向
上
さ
れ
る
こ
と
を
理
解

し
た
。

ま
た
、施
設
型
給
付
金
な

ど
の
子
育
て
支
援
予
算
や
産

業
振
興
で
は
、産
地
パ
ワ
ー
ア

ッ
プ
事
業
に
よ
る
生
産
の
向

上
、電
気
代
高
騰
に
よ
り
指

定
管
理
料
の
値
上
げ
や
、職

員
人
件
費
の
支
出
の
予
算
も

組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

多
く
の
市
民
に
安
定
的
に

安
心
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
届
け

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て

賛
成
と
す
る
。

指
定
管
理
者
制
度
に
課
題
を

感
じ
る

福
祉
や
教
育
な
ど
の
市
民

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
公
共
施
設

に
関
し
て
は
、市
が
責
任
を
も

っ
て
直
営
運
営
す
べ
き
と
考
え

る
。指
定
管
理
者
制
度
で
は

継
続
的
に
専
門
性
を
も
っ
た

職
員
を
配
置
し
続
け
る
こ
と

は
で
き
ず
、雇
用
は
不
安
定
に

な
る
。今
の
指
定
管
理
制
度

で
は
、市
が
直
接
市
民
の
状
況

を
知
る
機
会
を
減
ら
し
、サ
ー

ビ
ス
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
失
う
こ
と

も
問
題
だ
。

福
祉
事
業
は
毎
年
役
割
が

変
わ
り
、他
の
自
治
体
の
取
り

組
み
に
対
す
る
知
識
を
持
つ

有
識
者
に
よ
る
選
定
が
重
要

だ
。こ
の
よ
う
な
課
題
を
解
決

す
る
た
め
、専
門
家
を
含
め
た

選
定
委
員
会
を
要
望
し
、反

対
と
す
る
。

賛 

成

反 

対

討
論
　
令
和
6
年
度
愛
西
市一般
会
計
補
正
予
算（
7
号
）

審議結果




